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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■※緊急輸送道路沿道の建築物に対しても耐震改修工事等を補助しています。詳しく

は、地域整備課へお問い合わせください。

柳家小三治さんを名誉区民と
して顕彰

生活支援相談窓口にご相談を

家具の転倒防止対策を支援
しています

特定緊急輸送道路沿道建築物の
耐震化をさらに応援します
　昭和56年（1981年）6月の建築基準法の改正で耐震基準が強化されましたが、昭和56年5月31日以前に着工した建築物は

「旧耐震設計基準」で設計されているため、耐震診断で地震に対する安全性を調べることが重要です。

　区では、昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に、建築物の耐震診断や耐震改修工事への補助など、耐震化支援

事業を進めています。地震に強い住まいをつくるため、区の支援事業をご活用ください。

【問合せ】地域整備課（本庁舎7階）（5273）3829・（3209）9227へ。

4月から 支援を強化しました 特定緊急輸送道路 沿道建築物の耐震化

● 耐震診断・補強設計への補助期限を1年延長しました　【 平成28年3月末までに延長 】

● 耐震改修工事、除却・建て替え工事への補助期限を延長しました

【 平成28年3月末までに「工事完了」→「工事着工」に変更 】

● 耐震改修工事の所得要件等がなくなりました 【「世帯所得が800万円以下」等を撤廃 】
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危険ドラッグ
その他の危険薬物

撲滅条条例例
　危険ドラッグを吸引し、車を暴走させたことによる死傷事故が全国で多発していま

す。また、昨年1年間に危険ドラッグを濫用して死亡したと疑われる人は全国で112名

で、一昨年の9名から大幅に増加しています。

　新宿区では、区民の皆さんの安全で平穏な生活を確保し、健全な地域社会を実現す

るため、「新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例」を施行しました。引き続き

関係機関と連携し、危険ドラッグ撲滅に向けた取り組みを強化していきます。

【問合せ】危機管理課危機管理係（本庁舎4階）（5273）4592・（3209）4069へ。

条例で規定する 危険薬物 とは

　麻薬・覚せい剤等の法令で規制された薬物や、厚生労働大臣ま

たは都知事が指定した薬物のほか、濫用することで人の健康に被

害が生じると認められるものです。危険ドラッグも含まれます。

44月月11日日施施行行

　緊急輸送道路は震災時には円滑な救助や物資輸送を担い、応急活動の中

心となる防災拠点を結ぶ重要な道路です。東京都の条例により、緊急輸送

道路のうち特に耐震化が必要な道路を「特定緊急輸送道路」とし、沿道の建

築物に耐震診断を義務付けて、重点的に耐震化を進めています。

　区では、特定緊急輸送道路沿道建築物への耐震診断・補強設計・耐震改修

工事費等の一部を補助しています。対象となる建築物の要件や補助金額等

詳しくは、地域整備課へお問い合わせください。

区内の特定緊急輸送道路

甲州街道 新宿通り（国道20号の区間）目白通り 新青梅街道

青梅街道 公園通り（都庁第一・第二本庁舎と新宿中央公園の間の道路）

靖国通り（青梅街道～区役所第1分庁舎前の一部区間）

首都高速道路（4号線・5号線・中央環状線）特定緊急輸送道路（　　　は高速道路）

緊急輸送道路

3 面

5 面

8 面

防災対策のための工事費を助
成（擁壁・がけ、エレベーター）

教育委員会制度が変わりました

こどもの日は芸術体験ひろばへ

条例の主な内容

■ 区が実施する危険薬物撲滅活動

　区は、国・東京都・警察等と連携し、危

険薬物撲滅活動に関する施策を総合的

に推進します。

■ 特定地区の指定

　区長は、危険薬物の販売等を防止する

ために必要があると認める地域を「危険

薬物撲滅特定地区」に指定します。

■ 協力員

　区長は、特定地区の町会、商店会等の構成員の中から、危険薬物撲滅活

動協力員を指定します。区は、協力員が実施する危険薬物撲滅活動を積極

的に支援します。

■ 建物の提供者の責務等（契約の解除等）

　区内の建物を他人に提供する場合、危険ドラッグの販売等をしないよ

う約束させ、それが守られないときは契約を解除できる旨を定めるよう

に留意します。また、危険ドラッグの販売等による契約解除の定めがあ

り、指定薬物の販売等を知った場合は、契約を解除し、明け渡しの申し入

れをしなければなりません。

ごご活活用用くくだだささいい

パンフレット地震に強い

あなたの住まい

　木造住宅や非木造建築物（分譲

マンションなど）の耐震化の補助

について、耐震診断から耐震改修

工事までの流れ、実際に工事をし

た住宅の事例などをまとめまし

た。区の耐震化支援事業も、詳し

くご紹介しています。

　地域整備課、特別出張所で配布

しています。新宿区ホームページ

でもご案内しています。
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4月から 生活困窮者の支援制度が始まりました

生活支援相談窓口へご相談ください

参加店も

募集中
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